
Ⅰ. 基礎項目について

① 人

② ％

③ ％

④ 人 ・ うち正規職員数 人

⑤ ％

Ⅱ.

①

② 人

③ 年齢階層別被保険者数

人 人 人

①

② 加入世帯に対する滞納世帯の割合

③

④

⑤ 短期保険証の発行数

人）

人）

人）

人）

⑥

人）

⑦

以下について、ご記入ください

世帯

短期保険証の窓口留置数

世帯（

ヶ月 世帯（

資格証明書の発行数

ヶ月 世帯（

ヶ月 世帯（

ヶ月 世帯（

２０２３年自治体キャラバンアンケート

市町村名：

担当者名：

担当部署：

電話番号：

熊本県社会保障推進協議会

1.基礎項目（2023年4月1日現在でご記入ください）

加入世帯数

自治体人口・全世帯数

高齢者（65歳以上）率

国民健康保険関係

世帯

世帯

18歳未満の率

自治体職員数

女性の管理職（課長以上）の割合 ※市役所・町村役場で働く職員に限定して算出ください

2-（1）国民健康保険（2023年4月1日現在でご記入ください）

2-（2）国保滞納状況などについて（2023年4月1日現在でご記入ください）

滞納世帯数（資格喪失者は含まない） 世帯

被保険者数

・0～18歳 ・19～74歳 ・75歳以上

％

滞納により資産の差し押さえをした世帯数（延件数ではなく実世帯数）

・2021年度

・2022年度

世帯

世帯

差押えに関する基準・規定があれば教えてください



①

※ （再掲）

②

※ （再掲）

③

人） 、 人）

人） 、 人）

① ②

％ ％

％ ％

円 円

円 円

③ ④

％ ％

円 円

円 円

⑤ ⑥

％ ％

円 円

円 円

⑦

　 総所得200万円の世帯の国保税額

⑧ 一般会計から国保会計への法定外繰り入れ

2022年度決算

⑨ 保険給付費支払基金残高（2023年4月1日現在）

➉ 18歳以下の国民健康保険税均等割の免除について

① 有（ ） 無

② ％

③ ％

④ ％

　 円

次の条件で、2023年度に支払う国保税額

自己負担の有無

均等割

賦課限度額

万円

2021年度の受診率

2022年度の受診率

2023年度の受診率目標

万円

2-（4）、国保料・税等について（2022年度、2023年度でご記入ください）

2023年度の保険税率等（支援分）

所得割

均等割

免除を実施 検討中・検討予定 検討予定なし

2022年度の保険税率等（医療分）

所得割

資産割

賦課限度額

2022年度の保険税率等（支援分）

所得割

均等割

均等割

平等割

万円

2023年度の保険税率等（介護分）

所得割

平等割 平等割

賦課限度額

賦課限度額

国保法４４条による減免を実施した世帯数

世帯（

世帯

法定減免数

割軽減 世帯（ 割軽減

うち新型コロナによるもの 世帯

うち新型コロナによるもの 世帯

万円万円

2023年度の保険税率等（医療分）

所得割

資産割

均等割

平等割

賦課限度額

世帯（

割軽減 世帯（ 割軽減

2-（3）国保減免制度などについて（2022年度実績でご記入ください）

世帯国保法７７条による減免を実施した世帯数

　 円/年

2-（5）特定健診について

（資産割はゼロと仮定、軽減される世帯の場合は軽減後の国保税額）

2022年度の保険税率等（介護分）

所得割

平等割 平等割

・四人世帯（夫45歳、妻45歳で収入ゼロ、子は高校生１人、中学生１人）

　 円/年

法定外繰り入れの総額　 2021年度決算 　 円/年

均等割

賦課限度額 万円



Ⅲ.

2023年4月1日現在でご記入ください。

① 1号被保険者数 人

②

基準保険料

第1段階保険料

最高段階保険料

③ 段階

④ 1号被保険者の滞納者数 （資格喪失者は含まず） 人

うち給付制限（制裁措置）をうけている人の数 人

⑤ 1号被保険者の要支援・要介護認定者数（2023/4/1現在） 人

⑥ 2号被保険者の要支援・要介護認定者数（2023/4/1現在） 人

⑦ 特別養護老人ホーム入所待機者の実数（2023/4/1現在） 人

待機者のうち、要介護1および要介護2の人数 人

⑧ 人

Ⅳ.

① 人

② 人

③ うち、中止理由が「介護保険への移行」によるもの 人

Ⅴ．

（「行っている」場合は周知方法について記載ください⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今のところ予定はない

６５歳を迎えた総数

うち、利用が中止になった人数

以上、ご協力ありがとうございました

５-（1）．生活保護制度の周知徹底について

データ提出をエクセルでご希望の場合は以下のメールアドレスにご連絡ください

生活保護について

実施している 検討中

　　 返信先：熊本県社保協【E-
mail：

info-kumamoto@miniren.jp FAX：096-381-5442】　8月31日（木）までにお願いします

生活保護制度の周知・活用について、ポスター、チラシ・広報誌などで行っていますか。

行っている 準備中行っていない

４-（2）物価高騰の影響を受けて、さらに生活が厳しくなっている障害者世帯に対する自治体独自の支援策につ
いて

障害者福祉について

４-（1）就労継続支援事業所の利用者で、６５歳を迎えたことにより利用が中止になった人がいますか。就労継
続支援事業所の利用者について以下の点を教えてください。（2022年度）

介護保険関係

保険料段階

昨年度、特別養護老人ホームに特例入所（要介護１・２）
した新規入所者数

1号保険料について

円/月

円/月

円/月


